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入札参加者各位 

 

平川市総務部管財課   

 

入札等に係る規則等について 
 

入札・契約制度に係る規則等の一部について、改正を行いましたので、下記のとおりお知

らせいたします。 

 

記 

 

１．平川市財務規則の一部改正 

中間前払金の支払をすることができる建設工事の対象範囲について、これまでの１，０００万円以

上から３００万円以上に引き下げ、財務規則及び工事請負契約標準約款において関連する条文を改正

しました。 

また、前払金の支払をすることができる建設工事及び業務委託について、工期が３０日以上あるこ

とを要件としておりましたが、これを廃止します。 

 

２．現行の平川市最低制限価格制度実施要領の廃止及び新要領の制定 

 現行の最低制限価格制度実施要領を廃止し、建設工事と建設関連業務及び役務、別々に最低制限価

格制度実施要領を新たに制定しました。 

 また、建設関連業務及び役務については、最低制限価格を設定する対象範囲をこれまでの予定価格

３００万円以上から５０万円以上に引き下げ、また、最低制限価格の算定方法の見直しを行いました。 

 

３．工事成績評定結果の通知 

 請負金額１３０万円以上の建設工事について、工事成績評定の結果を請負業者に通知することとし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

担当：管財課管財係 

 


